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平成 年 月 日（金）

号外第 号

15 16

77

５

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（税務課）……………………………………

◇鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則

翌年度分 自動車税 納期限 翌年度 月 日 間 道路運送車両法 自動車検査証 有

効期間 満了日 到来 自動車 係 自動車税 口座振替等 方法 納付 納税者 交付 自

動車税 滞納 証 書面 有効期限 、翌年度 月 日 。（第 条関係）

当該年度分 自動車税 納期限 当該年度 月 日 間 自動車検査証 有効期間 満了日

到来 自動車 係 自動車税 口座振替等 方法 納付 納税者 交付 自動車税 滞納

証 書面 廃止 。（第 条、旧第 号様式 関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 規則 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則

第 条 鳥取県税条例施行規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「削除項」 。） 削 、同表 改正後 欄

中項 表示 下線 引 項（以下「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除項 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（追加項 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該

改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削

、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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改 正 後 改 正 前

（口座振替又 自動払込 方法 個人 事業税等

納付）

第 条 個人 行 事業 対 事業税又 自動車

税 地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第

条 規定 口座振替 方法又 同令第 条

規定 郵便振替（自動払込 取扱 関

省令（昭和 年郵政省令第 号）第 条 規定 自

動払込 限 。） 方法（第 条第 項

及 第 項 「口座振替等 方法」 。）

納付 者 、第 号様式

県税納付書送付依頼書兼県税口座振替（自動払込 ）

依頼書 課税地 管轄 所長又 指定金融機関、指

定代理金融機関若 収納代理金融機関（以下「指

定金融機関等」 。） 提出 。

略

知事 、前項 規定 通知 、納

付書又 納付書 記載事項 記録 磁気 ー 等

（磁気 ー 、磁気 他 準 方

法 一定 事項 確実 記録

物 。以下同 。） 者 預金口座 設 、

又 郵便貯金法（昭和 年法律第 号）第 条第

項第 号 規定 通常郵便貯金 指定金融

機関等又 収納代理郵便官署 直接送付

。

（証明書 交付）

第 条 略

前項 定 、所長 、自動車税 係

納税通知書又 納付書 納税者 交付 際 当該自

動車 係 自動車税 現 滞納 限

、道路運送車両法第 条 規定 呈示

当該自動車 自動車税 滞納 証

書面 、有効期限 当該納税通知書又 納付

書 係 自動車税 翌年度分 自動車税 納期限 前

日 第 号様式 証明書（当該納税者

第 条 第 項 規定 磁気 ー 等 送付

指定金融機関等 口座振替等 方法 自

動車税 納付 場合 、第 号様式

証明書） 交付 。

第 号様式 証明書 、出納員又 指定金

融機関等若 郵便局 領収印 押印

効力 生 。

第 項及 第 項 定 、所長 、納

税者 当該年度分 自動車税 納期限 当該年度

（口座振替又 自動払込 方法 個人 事業税等

納付）

第 条 個人 行 事業 対 事業税又 自動車

税 地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第

条 規定 口座振替 方法又 同令第 条

規定 郵便振替（継続 郵便貯金法（昭和

年法律第 号）第 条第 項第 号 規定 通常

郵便貯金（第 項 「通常郵便貯金」 。）

一部 払込金 振 替 払込

限 。） 方法（第 条 「口座振替等 方法」

。） 納付 者 、第 号様

式 県税納付書送付依頼書兼県税口座振替

（自動払込 ）依頼書 課税地 管轄 所長又 指

定金融機関、指定代理金融機関若 収納代理金融

機関（以下「指定金融機関等」 。） 提出

。

略

知事 、前項 規定 通知 、納

付書又 納付書 記載事項 記録 磁気 ー 等

（磁気 ー 、磁気 他 準 方

法 一定 事項 確実 記録

物 。以下同 。） 者 預金口座 設 、

又 通常郵便貯金 指定金融機関等又 収納

代理郵便官署 直接送付 。

（証明書 交付）

第 条 略

前項 定 、所長 、自動車税 係

納税通知書又 納付書 納税者（口座振替等 方法

自動車税 納付 者 除 。） 交付 際

当該自動車 係 自動車税 現 滞納

限 、道路運送車両法第 条 規定

呈示 当該自動車 自動車税 滞納

証 書面（以下 条 「呈示書面」

。） 、有効期限 当該年度 翌年度分 自

動車税 納期限 前日 第 号様式 証

明書 交付 。 場合 、当該

証明書 、出納員又 指定金融機関等若 郵便局

領収印 押印 、 効力 生

。
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月 日 間 道路運送車両法 自動車検査

証 有効期間 満了日 到来 自動車 係 自動車

税 口座振替等 方法 納付 場合 、当該

年度 月 日 当該自動車 係 自動車税

現 滞納 限 、同法第 条 規定

呈示 当該自動車 自動車税 滞納

証 書面 、有効期間 当該年度分

自動車税 納期限 当該年度 月 日

第 号様式 証明書 交付

前 項 定 、所長 、口座振替等

方法 自動車税 納付 納税者 当該年度分

自動車税 納期限 現 滞納 限 、

呈示書面 、有効期限 当該年度 翌年度分 自

動車税 納期限 前日 第 号様式 証

明書（当該納税者 第 条 第 項 規定 磁

気 ー 等 送付 指定金融機関等 自動車

税 納付 場合 、第 号様式

証明書） 交付 。

前項 規定 、当該年度 翌年度（以下

項 「翌年度」 。）分 自動車税

納期限 翌年度 月 日 間 道路運送車両

法 自動車検査証 有効期間 満了日 到来

自動車 係 自動車税 口座振替等 方法 納付

納税者 交付 前項 証明書 有効期限 、翌

年度 月 日 。

（納税済印）

第 条 条例第 条 規定 規則 定 納税

済印 、第 号様式 。

様式目次

～ 略

自動車税関係

第 号様式～第 号様式 略

第 号様式 納税済印

～ 略

（納税済印）

第 条 条例第 条 規定 規則 定 納税

済印 、第 号様式 。

様式目次

～ 略

自動車税関係

第 号様式～第 号様式 略

第 号様式 自動車税納税証明書（有効期間限定用）

第 号様式 納税済印

～ 略
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第 条 鳥取県税条例施行規則 一部 次 改正 。

第 号様式 削 、第 号様式 第 号様式 。

附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。

（経過措置）

平成 年度分 自動車税 納期限 平成 年 月 日 間 道路運送車両法（昭和 年法律第 号）

自動車検査証 有効期間 満了日 到来 自動車 係 自動車税 改正後 鳥取県税条例施行規則第

条 第 項 規定 口座振替等 方法 納付 納税者 、改正前 鳥取県税条例施行規
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

則第 条第 項及 第 号様式 規定 、 効力 有 。50 64４ ４び の の は なおその を する


